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住宅改修補助制度のご案内住宅改修補助制度のご案内

耐震補強の方法とそのための概算工事費をご提案します。
診断当日は、立会いをお願いします。

①昭和56年５月31日以前に工事着手した木造住宅
②一戸建ての住宅又は２分の１以上が住宅として使用されて
いる併用住宅（長屋、共同住宅及び賃貸住宅は対象外）
③在来工法で階数が２階以下の住宅（ツーバイフォー工法や
非木造の住宅は対象外）
※診断費用は、国・県・町が負担するため 無料 です。

耐震補強工事又は現地建替え工事に補助します。　
補助額は、補強設計等費及び補助対象工事費の８割を合算した額、限度額100万円です。
※今年度から耐震補強工事の場合、耐震改修工事の補助対象とならない付帯工事について、下記の「耐震
改修促進工事」との併用が可能です。（同部位の重複申請はできません。）
　補助金の交付申請を行う前に、建築工事（除却工事を含む）に着手してしまうと、補助は受けられませ
んのでご注意ください。補強設計等費を含む補助金交付申請を希望する場合は、補強設計契約前にご相
談ください。

①下諏訪町が実施する耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅
②耐震補強工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の評点を上回る工事、又は既存住宅の除却を伴う現地
建替え工事で年度内（概ね2月末日）に工事完了するもの

木造住宅の耐震診断・耐震改修工事補助金について 令和２年11月30日（月）締切

安心安全住宅改修補助金について 令和３年２月12日（金）締切

◆耐震診断について◆

◆耐震改修工事補助金◆

〈対象となる住宅〉次の全てに該当する住宅です。

〈対象となる住宅〉次の条件を全て満たす住宅です。

※詳細については、町ホームページまたは担当課にお問い合わせください。
■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 都市整備係　電話27－1111（内線245）

※詳細については、町ホームページまたは担当課にお問い合わせください。
■問い合わせ　下諏訪町 産業振興課 商工係　電話27－1111（内線274）

☆月１回開催される住宅改修審査会によって審査され、認められた工事が対象となります。
　補助を受けたい方は、施工前に申請をお願いします。

安心安全住宅改修工事 耐震改修促進工事

工
　事
　内
　容

補助額

１.居室減災化工事
昭和56年５月31日以前に工事着手した住宅が
対象。地震に対して効果的な耐震シェルター、
耐震ベッド等の設備導入または構造の補強工事
（筋交い、耐力壁等）

２.ブロック塀等除去工事
ブロック造、石造、レンガ造等の門や塀を除去
する工事、除去工事に付随するフェンス等の設
置及び耐震補強工事

３.屋外広告物除去工事
住宅に附属する屋外広告物を除去する工事

耐震改修促進工事
上記の耐震改修工事と同時に施工し、
耐震改修工事の補助対象とならない付
帯工事

記載のいずれの補助も予算に限りがあるため、希望のある方はお早めにお申込みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

工事に関する経費の２分の１に相当する額、限度額20万円

熊本地震被害状況

ら。shirotoriら。shirotori 完成！
日常をつなぐひろば

◆ワークショップ開催◆

　下諏訪町広瀬町の駅前通り（通称オルゴール
通り）に、駅前交流情報拠点として、「日常を
つなぐひろば　ら。shirotori」が完成しました。

　昨年の12月から、旧シロトリ写真館１階部分で、分別・
掃除・リノベーションという３つのテーマに分けたワークシ
ョップを開催しました。町内の方や県内外の方など延べ100
名以上に参加いただき、自分たちの手でペンキ塗りや木工作
業などを行いました。
　ワークショップの参加者、町内業者の皆さんのご協力、ま
た、地域の方々からの温かい声や支援をいただきながら、お
しゃれなオープンスペースが出来上がりました。
　これまで町や町に暮らす方の日常を写真に残してきた「シ
ロトリ写真館」の想いを引き継ぎながら、気軽に立ち寄り休
憩できる、町のリビングのように住民の皆さんに親しまれる
施設として活用していきます。

　休憩場所として、待ち合わせ場所として、また地域の方や
友人と集まれる場所としての利用や、キッチンスペースを利
用した料理教室など、食のワークショップを開催することも
できます。ぜひお気軽にご利用ください。

■問い合わせ　下諏訪町 産業振興課 移住定住促進室　電話27－1111（内線274）

◆住　　所　下諏訪町5500番地3
◆電　　話　55-8414
◆利用時間　10:00-17:00
◆休 業 日　月曜日・火曜日（不定休有）


